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(57)【要約】
【課題】プルダウンＴＦＴを共有することで、ＴＦＴの
数を減らすためのゲート駆動モジュール及び内蔵ゲート
パネルを提供する。
【解決手段】本発明は、一端がゲート駆動信号生成部と
連結され、他端が第１ゲートラインの一端と連結される
第１プルアップＴＦＴ、一端が前記第１ゲートラインの
一端と連結され、他端が低電圧端子と連結される第１プ
ルダウンＴＦＴ、及び一端がゲート駆動信号生成部と連
結され、他端が第１ゲートラインの一端の反対側に位置
した他端と連結される第２プルアップＴＦＴを含み、第
１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがターン
オンされると第１プルダウンＴＦＴはターンオフされ、
第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがター
ンオフされると第１プルダウンＴＦＴはターンオンされ
る、ゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルに関す
るものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端がゲート駆動信号生成部と連結され、他端が第１ゲートラインの一端と連結される
第１プルアップＴＦＴ、
　一端が前記第１ゲートラインの一端と連結され、他端が低電圧端子と連結される第１プ
ルダウンＴＦＴ、及び
　一端が前記ゲート駆動信号生成部と連結され、他端が前記第１ゲートラインの前記一端
の反対側に位置した他端と連結される第２プルアップＴＦＴを含み、
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオンされると前記第
１プルダウンＴＦＴはターンオフされ、前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアッ
プＴＦＴがターンオフされると前記第１プルダウンＴＦＴはターンオンされるゲート駆動
モジュール。
【請求項２】
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオンされて前記第１
プルダウンＴＦＴがターンオフされると、前記ゲート駆動信号生成部によって生成された
ゲート駆動信号が前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴを通じて前記
第１ゲートラインに印加されることを特徴とする、請求項１に記載のゲート駆動モジュー
ル。
【請求項３】
　前記第１ゲートラインは画素構造を含み、前記画素構造はデータライン、スキャントラ
ンジスター、キャパシター、及びドライビングトランジスターを含み、
　前記ゲート駆動信号が前記第１ゲートラインに印加される時、前記スキャントランジス
ターはターンオンされ、データ電圧は連続的に前記データラインと、前記スキャントラン
ジスターを通じて前記ドライビングトランジスターのゲート端に印加されて、前記トラン
ジスターと連結された有機発光ダイオードをターンオンさせることを特徴とする、請求項
２に記載のゲート駆動モジュール。
【請求項４】
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオフされて前記第１
プルダウンＴＦＴがターンオンされると、低電圧信号が前記第１プルダウンＴＦＴを通じ
て前記第１ゲートラインに印加されることを特徴とする、請求項１に記載のゲート駆動モ
ジュール。
【請求項５】
　一端が前記第１プルアップＴＦＴのゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴ
ＦＴのゲート端と連結される第１インバーターをさらに含むことを特徴とする、請求項１
に記載のゲート駆動モジュール。
【請求項６】
　前記第１インバーターは、前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴに
印加された信号を変更し、前記変更された信号を前記第１プルダウンＴＦＴに出力するこ
とを特徴とする、請求項５に記載のゲート駆動モジュール。
【請求項７】
　一端が前記ゲート駆動信号生成部と連結され、他端が第２ゲートラインの一端と連結さ
れる第３プルアップＴＦＴ、及び
前記第３プルアップＴＦＴのゲート端と第３インバーターを通じて連結されるＱｂ３ノー
ドをさらに含み、
　前記Ｑｂ３ノードは前記第２プルアップＴＦＴのゲート端と第２インバーターを通じて
連結されるＱｂ２ノードと連結されることを特徴とする、請求項１に記載のゲート駆動モ
ジュール。
【請求項８】
　一端がゲート駆動信号生成部と連結され、他端が第１ゲートラインの一端と連結される
第１プルアップＴＦＴ、
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　一端が前記第１ゲートラインの一端と連結され、他端が低電圧端子と連結される第１プ
ルダウンＴＦＴ、
　一端が前記ゲート駆動信号生成部と連結され、他端が前記第１ゲートラインの前記一端
の反対側に位置した他端と連結される第２プルアップＴＦＴ、及び
　前記ゲート駆動信号生成部によって生成され、前記第１ゲートラインを通じて印加され
るゲート駆動信号によってスキャン動作を行う表示領域を含み、
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオンされると前記第
１プルダウンＴＦＴはターンオフされ、前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアッ
プＴＦＴがターンオフされると前記第１プルダウンＴＦＴはターンオンされる内蔵ゲート
パネル。
【請求項９】
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオンされて前記第１
プルダウンＴＦＴがターンオフされると、前記ゲート駆動信号生成部によって生成された
前記ゲート駆動信号が前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴを通じて
前記第１ゲートラインに印加されることを特徴とする、請求項８に記載の内蔵ゲートパネ
ル。
【請求項１０】
　前記第１ゲートラインは画素構造を含み、前記画素構造は、データライン、スキャント
ランジスター、キャパシター、及びドライビングトランジスターを含み、
　前記ゲート駆動信号が前記第１ゲートラインに印加される時、前記スキャントランジス
ターはターンオンされ、データ電圧は連続的に前記データラインと、前記スキャントラン
ジスターを通じて前記ドライビングトランジスターのゲート端に印加されて、前記トラン
ジスターと連結された有機発光ダイオードをターンオンさせることを特徴とする、請求項
９に記載の内蔵ゲートパネル。
【請求項１１】
　前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴがターンオフされて前記第１
プルダウンＴＦＴがターンオンされると、低電圧信号が前記第１プルダウンＴＦＴを通じ
て前記第１ゲートラインに印加されることを特徴とする、請求項８に記載の内蔵ゲートパ
ネル。
【請求項１２】
　一端が前記第１プルアップＴＦＴのゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴ
ＦＴのゲート端と連結される第１インバーターをさらに含むことを特徴とする、請求項８
に記載の内蔵ゲートパネル。
【請求項１３】
　前記第１インバーターは、前記第１プルアップＴＦＴ及び前記第２プルアップＴＦＴに
印加された信号を変更し、前記変更された信号を前記第１プルダウンＴＦＴに出力するこ
とを特徴とする、請求項１２に記載の内蔵ゲートパネル。
【請求項１４】
　一端が前記ゲート駆動信号生成部と連結され、他端が第２ゲートラインの一端と連結さ
れる第３プルアップＴＦＴ、及び
　前記第３プルアップＴＦＴのゲート端と第３インバーターを通じて連結されるＱｂ３ノ
ードをさらに含み、
　前記Ｑｂ３ノードは前記第２プルアップＴＦＴのゲート端と第２インバーターを通じて
連結されるＱｂ２ノードと連結されることを特徴とする、請求項８に記載の内蔵ゲートパ
ネル。
【請求項１５】
　請求項１に記載のゲート駆動モジュールを含む有機発光ダイオード。
【請求項１６】
　請求項８に記載の内蔵ゲートパネルを含む有機発光ダイオード。
【発明の詳細な説明】



(4) JP 2017-120411 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルに係り、より詳しくは、プルダ
ウンＴＦＴを共有することでＴＦＴの数を減らし、ベゼル（Ｂｅｚｅｌ）の厚さを減らす
ためのゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本格的に情報化時代に入ったことにより、視覚イメージの形で電気信号に含まれる情報
を扱う装置として、フラットディスプレイ装置（Ｆｌａｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）に係る技術が急速に発展している。特に、フラットディスプレイ装置の薄型化、軽量
化及び低消費電力化などのための研究が続けられている。
【０００３】
　フラットディスプレイ装置の例としては、液晶ディスプレイ装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ；ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ装置（Ｐ
ｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ　ｄｅｖｉｃｅ；ＰＤＰ）、電界放出ディスプ
レイ装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ；ＦＥＤ）、
電気発光ディスプレイ装置（ＥｌｅｃＴｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　ｄｅｖｉｃｅ；ＥＬＤ）、電気湿潤ディスプレイ装置（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｗｅｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ；ＥＷＤ）及び有機発光ディスプレイ装置（Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ；ＯＬＥＤ）
などがある。
【０００４】
　この中で、有機発光ディスプレイ装置は、自発光型素子の有機発光ダイオード（Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を利用して画像を表示する装置
である。このような有機発光ディスプレイ装置は、互いに異なる色相の光を放出する二つ
以上の有機発光ダイオードを含むことで、ＬＣＤ装置のような他の装置とは異なり、別途
のカラーフィルターを備えなくてもカラー画像を実現できる長所がある。また、別途の光
源が不要であって、液晶ディスプレイ装置より小型化、薄型化及び軽量化が可能であり、
視野角が広い長所がある。また、液晶ディスプレイ装置より１０００倍以上速い反応速度
を示すため、残像が少ない長所がある。
【０００５】
　このような有機発光ディスプレイ装置は、映像を実現するためにゲートラインに電圧を
印加してスキャントランジスターをターンオンさせなければならない。スキャントランジ
スターがターンオンされると、データラインを通じて印加された電圧がドライビングトラ
ンジスターをターンオンさせる。ドライビングトランジスターがターンオンされると、ド
ライビングトランジスターを通じて流れる電流が有機発光ダイオードをターンオンさせる
。このような機能を行うために、ゲートラインに電圧を印加するためのゲート駆動モジュ
ールが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のゲート駆動モジュールでは、ゲートを駆動するためのＴＦＴの数
が多く、ＴＦＴの数が増加するにつれ、ゲート駆動モジュールのベゼルの厚さが厚くなる
問題点がある。また、従来のゲート駆動モジュールが厚いベゼルを有するため、視聴者の
画面への没入度が減少し、パネル全体の体積が増加するという問題点がある。また、従来
のゲート駆動モジュールによれば、ゲートを駆動するためのＱｂノード及びインバーター
の数が多いという問題点がある。
【０００７】
　本発明は、プルダウンＴＦＴを共有することで、ＴＦＴの数を減らすためのゲート駆動
モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
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【０００８】
　また、本発明はＴＦＴの数を減らすことで、ベゼルの厚さを減らすためのゲート駆動モ
ジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明はベゼルの厚さを減らすことで、画面没入度を増加させるためのゲート駆
動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明はベゼルの厚さを減らすことで、パネル全体の体積を減らすためのゲート
駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明はＱｂノードを共有することで、Ｑｂノードの数を減らすためのゲート駆
動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１２】
　また、本発明はＱｂノードの数を減らすことで、インバーターの数を減らすためのゲー
ト駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１３】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するた
めのゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するこ
とで、有機発光ダイオードのターンオン及びターンオフタイミングを制御することができ
るゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【００１５】
　また、本発明はゲート駆動信号を第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴに同
時に印加するためのゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的と
する。
【００１６】
　また、本発明はゲート駆動信号を第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴに同
時に印加することで、表示領域に印加される電圧信号が遅延されることを減らすことがで
きるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前述したような目的を達成するために、本発明はプルダウンＴＦＴを共有してＴＦＴの
数を減らし、ベゼルの厚さを減少させるためのゲート駆動モジュールを提供する。
【００１８】
　より具体的には、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールは、第１プルアップ
ＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがターンオンされると第１プルダウンＴＦＴはターンオ
フされ、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがターンオフされると第１プル
ダウンＴＦＴはターンオンされる。第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがタ
ーンオンされると、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴを通じてゲートライ
ンにゲート駆動信号が印加される。次に、第１プルダウンＴＦＴがターンオンされると、
第１プルダウンＴＦＴを通じてゲートラインに低電圧信号が印加される。前述したような
本発明によると、第１プルアップＴＦＴ、第２プルアップＴＦＴ及び第１プルダウンＴＦ
Ｔのみを利用してゲート駆動信号及び低電圧信号を印加することにより、ＴＦＴの数を減
らしてベゼルの厚さを減少させることができる。
【００１９】
　また、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールは、一端が前記第１プルアップ
ＴＦＴのゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴＦＴのゲート端と連結される
第１インバーターをさらに含むことができる。
【００２０】
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　また、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールは、第３プルアップＴＦＴのゲ
ート端と第３インバーターを通じて連結されるＱｂ３ノードがＱｂ２ノードに連結される
ことができる。Ｑｂ２ノードは第２プルアップＴＦＴのゲート端と第２インバーターを通
じて連結されることができる。前述したような本発明によると、Ｑｂ３ノードがＱｂ２ノ
ードに連結されることによって、Ｑｂノードの数を減らし、インバーターの数を減少させ
ることができる。
【００２１】
　すなわち、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールは、プルダウンＴＦＴを共
有することができ、Ｑｂノードを共有することもできる。これによってＴＦＴの数、Ｑｂ
ノードの数、及びインバーターの数を減らすことができる。
【００２２】
　一方、前述したような目的を達成するために、本発明はプルダウンＴＦＴを共有してＴ
ＦＴの数を減らし、ベゼルの厚さを減少させるための内蔵ゲートパネルを提供する。
【００２３】
　より具体的には、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、第１プルアップＴＦ
Ｔ及び第２プルアップＴＦＴがターンオンされると第１プルダウンＴＦＴはターンオフさ
れ、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがターンオフされると第１プルダウ
ンＴＦＴはターンオンされる。第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴがターン
オンされると第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴを通じてゲートラインにゲ
ート駆動信号が印加される。次に、第１プルダウンＴＦＴがターンオンされると第１プル
ダウンＴＦＴを通じてゲートラインに低電圧信号が印加される。前述したような本発明に
よると、第１プルアップＴＦＴ、第２プルアップＴＦＴ及び第１プルダウンＴＦＴのみを
利用してゲート駆動信号及び低電圧信号を印加することで、ＴＦＴの数を減らし、ベゼル
の厚さを減少させることができる。
【００２４】
　また、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、第１ゲートラインを通じて印加
されるゲート駆動信号によってスキャン動作を行う表示領域を含むことができる。
【００２５】
　また、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、一端が前記第１プルアップＴＦ
Ｔのゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴＦＴのゲート端と連結される第１
インバーターをさらに含むことができる。
【００２６】
　また、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、第３プルアップＴＦＴのゲート
端と第３インバーターを通じて連結されるＱｂ３ノードがＱｂ２ノードに連結されること
ができる。Ｑｂ２ノードは第２プルアップＴＦＴのゲート端と第２インバーターを通じて
連結されることができる。前述したような本発明によると、Ｑｂ３ノードがＱｂ２ノード
に連結されることによって、Ｑｂノードの数を減らし、インバーターの数を減らすことが
できる。
【００２７】
　すなわち、本発明の一実施形態によると、他の内蔵ゲートパネルはプルダウンＴＦＴを
共有することも、Ｑｂノードを共有することができ、これによってＴＦＴの数、Ｑｂノー
ドの数、及びインバーターの数を減らすことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　前述したような本発明によると、プルダウンＴＦＴを共有することでＴＦＴの数を減ら
すことができる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲート
パネルは、ベゼルの厚さを減少させて画面没入度を増加させる場合に有効に活用すること
ができる。つまり、ベゼルが薄いほど画面の範囲が拡大し、映画、ドラマ等を視聴する際
に視聴者の画面没入度が増加する。
【００２９】



(7) JP 2017-120411 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

　また、本発明によると、ベゼルの厚さを減少させることにより、画面の大きさ対パネル
全体の体積を減らすことができる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュー
ル及び内蔵ゲートパネルは、パネル全体の体積を減らして不要な空間を減らす場合に有効
に活用することができる。
【００３０】
　また、本発明によると、Ｑｂノードを共有することでＱｂノードの数を減らすことがで
きる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、
いずれか一つのＱｂノードと他のＱｂノードを連結してＱｂノードの数を減らす場合に有
効に活用することができる。Ｑｂノードを共有すれることにより、Ｑｂノードに連結され
たインバーターも共有することができ、かつ、これによってベゼルの厚さが減少する長所
もある。
【００３１】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するこ
とができる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネ
ルは、プルアップＴＦＴ及びプルダウンＴＦＴのターンオン及びターンオフ動作を制御し
てゲートラインに印加される電圧信号を制御する場合に有効に活用することができる。
【００３２】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するこ
とで、有機発光ダイオードのターンオン及びターンオフタイミングを制御することができ
る長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、有
機発光ダイオードを任意の順にターンオンまたはターンオフさせる場合に有効に活用する
ことができる。
【００３３】
　また、本発明は表示領域に印加される電圧信号のディレイを減らすことができる長所が
ある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、表示領域に
印加される電圧信号が不規則で、有機発光ダイオードがターンオンまたはターンオフされ
るタイミングが不規則な場合に有効に活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールを図示した図面である。
【図２】（ａ）は本発明の一実施形態によるゲート駆動信号を図示した図面であり、（ｂ
）は本発明の一実施形態によるプルアップＴＦＴのゲート端に印加される電圧信号を図示
した図面である。（ｃ）は本発明の一実施形態によるプルダウンＴＦＴのゲート端に印加
される電圧信号を図示した図面であり、（ｄ）は本発明の一実施形態によるゲートライン
に印加される電圧信号を図示した図面である。
【図３】本発明の一実施形態による画素構造を図示した等価回路図である。
【図４】本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールを図示した図面である。
【図５】本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルを図示した図面である。
【図６】本発明の他の実施形態による内蔵ゲートパネルを図示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　前述した目的、特徴及び長所は、添付された図面を参照して詳細に後述され、これによ
って本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が本発明の技術的思想を容易
に実施することができる。本発明を説明するにあたり、本発明と係わる公知技術に対する
具体的な説明が本発明の要旨を不必要に曖昧にすることができると判断される場合は、詳
細な説明を省略する。以下、添付の図面を参照して本発明による好ましい実施形態を詳し
く説明する。図面において同一な参照符号は、同一または類似の構成要素を示すものとし
て使われる。
【００３６】
　図１は本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールを図示した図面である。図１を
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参照ると、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールは、第１プルアップＴＦＴ１
１０、第１プルダウンＴＦＴ１２０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を含んで構成される
ことができる。図１に図示されたゲート駆動モジュールは一実施形態によるもので、その
構成要素が図１に図示された実施形態に限定されるものではなく、必要に応じて一部の構
成要素が付加、変更または削除されることができる。
【００３７】
　図２（ａ）は本発明の一実施形態によるゲート駆動信号を図示した図面であり、図２（
ｂ）は本発明の一実施形態によるプルアップＴＦＴのゲート端に印加される電圧信号を図
示した図面である。
【００３８】
　図２（ｃ）は本発明の一実施形態によるプルダウンＴＦＴのゲート端に印加される電圧
信号を図示した図面であり、図２（ｄ）は本発明の一実施形態によるゲートラインに印加
される電圧信号を図示した図面である。
【００３９】
　図３は本発明の一実施形態による画素構造１０を図示した等価回路図である。以下、図
１ないし図３を参照して、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールを説明する。
【００４０】
　第１プルアップＴＦＴ１１０は、一端がゲート駆動信号生成部１６０と連結され、他端
が第１ゲートライン１５０の一端と連結されることができる。第１プルアップＴＦＴ１１
０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、第１プルアップＴＦＴ１
１０の種類は限定しない。ゲート駆動信号生成部１６０は、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、
ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）を生成する構成を意味し、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、
ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）はゲートラインに印加されてスキャントランジスター（
Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）をターンオンさせる電圧信号を意味する。一実施形態として、ゲート駆
動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）はクロック信号でありえるし、ゲー
ト駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）の波形はクロック信号に限定し
ない。
【００４１】
　第１プルダウンＴＦＴ１２０は、一端が前記第１ゲートライン１５０の一端と連結され
、他端が低電圧端子１７０と連結されることができる。低電圧端子１７０は、第１プルダ
ウンＴＦＴ１２０のソース端に直流電圧信号を印加することができる構成を意味し、低電
圧端子１７０は直流電源であることができ、低電圧端子１７０の種類はこれに限定しない
。第１プルダウンＴＦＴ１２０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることがで
き、第１プルダウンＴＦＴ１２０の種類は限定しない。
【００４２】
　第２プルアップＴＦＴ１３０は、一端が前記ゲート駆動信号生成部１６０と連結され、
他端が前記第１ゲートライン１５０の他端と連結されることができる。第２プルアップＴ
ＦＴ１３０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、第２プルアップ
ＴＦＴ１３０の種類は限定しない。また、第１プルアップＴＦＴ１１０、第１プルダウン
ＴＦＴ１２０及び第２プルアップＴＦＴ１３０の種類は同一であってもよく、異なってい
てもよい。また、第１プルアップＴＦＴ１１０、第１プルダウンＴＦＴ１２０及び第２プ
ルアップＴＦＴ１３０の位置は、図１に図示された構造と同一であってもよく、異なって
いてもよい。
【００４３】
　一実施形態として、前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０がターンオンされると前記第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオフされ、前記第１
プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされると前記
第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオンされることができる。図２（ｂ）を参照すると
、信号２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加されることができる。信号
２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加されると、区間２３０で第１プル
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アップＴＦＴ１１０はターンオンされることができる。
【００４４】
　一方、図２（ｃ）を参照すると、信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端
に印加されることができる。信号２２０は、信号２１０の信号２２０が第１プルダウンＴ
ＦＴ１２０のゲート端に印加されると、区間２３０で第１プルダウンＴＦＴ１２０はター
ンオフされることができる。第１プルアップＴＦＴ１１０及び第１プルダウンＴＦＴ１２
０のゲート端には、図２（ｂ）ないし図２（ｃ）に図示されたように位相が逆の信号が印
加されることで、ターンオンされる過程及びターンオフされる過程、そしてその他などが
反復的な順序で同時に繰り返されることができる。
【００４５】
　一実施形態として、ゲート駆動モジュールは一端が前記第１プルアップＴＦＴ１１０の
ゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端と連結される第
１インバーター１４０をさらに含むことができる。第１インバーター１４０は、Ｑ１ノー
ドに印加された信号の位相を変更させてＱｂ１ノードに伝送することができる。例えば、
第１インバーター１４０は、図２（ｂ）に図示された信号２１０を図２（ｃ）に図示され
た信号２２０に変更して出力し、これを第１プルダウンＴＦＴ１２０に適用することがで
きる。第１インバーター１４０が図２（ｂ）に図示された信号２１０を図２（ｃ）に図示
された信号２２０に変更して伝送する際、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第１プルダウ
ンＴＦＴ１２０は図２（ｂ）ないし図２（ｃ）に図示された位相が逆の信号２１０、２２
０に応じて、反復的な順序でターンオンとターンオフ動作を同時に繰り返して行うことが
できる。
【００４６】
　本発明の一実施形態によると、第１プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加される信
号２１０及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加される信号２２０は、Ｑ１ノ
ード及びＱｂ１ノードにそれぞれ印加されることができる。また、第１プルアップＴＦＴ
１１０のゲート端に印加される信号２１０及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に
印加される信号２２０は、Ｑ１ノードに印加された信号をインバーターが変更して第１プ
ルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加することもできる。第１プルアップＴＦＴ１１０
のゲート端及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に信号を印加する方法は、前述し
た実施形態に限定せずに、他の方法を通じて印加されることもできる。
【００４７】
　一方、第２プルアップＴＦＴ１３０は第１プルアップＴＦＴ１１０と同時にターンオン
されることができる。より具体的に説明すると、第２プルアップＴＦＴ１３０のゲート端
にも図２（ｂ）に図示された信号２１０が印加されることができる。第１プルアップＴＦ
Ｔ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０のゲート端に信号２１０が印加され、第１プル
ダウンＴＦＴ１２０のゲート端に信号２２０が印加されると、第１プルアップＴＦＴ１１
０及び第２プルアップＴＦＴ１３０のターンオン及びターンオフ動作と第１プルダウンＴ
ＦＴ１２０のターンオン及びターンオフ動作が逆に行われることがある。第１プルアップ
ＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を同時にターンオンさせると、各画素がタ
ーンオンされる時点の間にディレイが発生することを防止することができる。
【００４８】
　一実施形態として、前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０がターンオンされて前記第１プルダウンＴＦＴ１２０がターンオフされると、前記ゲ
ート駆動信号生成部１６０によって生成されたゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、Ｃ
ＬＫ３、ＣＬＫ４）が前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０を通じて前記第１ゲートライン１５０に印加されることができる。また、前記第１プ
ルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされて前記第１
プルダウンＴＦＴ１２０がターンオンされると、低電圧信号が前記第１プルダウンＴＦＴ
１２０を通じて前記第１ゲートライン１５０に印加されることができる。低電圧信号は直
流電圧信号でありえる。
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【００４９】
　より具体的には、信号２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ
１３０に印加されると、区間２３０で第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴ
ＦＴ１３０がターンオンされる。第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ
１３０がターンオンされると、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ
４）の中で一部が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を通じて
第１ゲートライン１５０に印加されることができる。図２（ａ）ないし図２（ｄ）を参照
すると、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）の中でＣＬＫ１が
第１プルアップＴＦＴ１１０および第２プルアップＴＦＴ１３０のいずれかに印加される
ことができる。次に、信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加されて
ターンオンさせることができる一方、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴ
ＦＴ１３０はターンオフされる。第１プルダウンＴＦＴ１２０がターンオンされると低電
圧信号が第１ゲートライン１５０に印加され、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プル
アップＴＦＴ１３０がターンオフされるとゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ
３、ＣＬＫ４）がそれ以上第１ゲートライン１５０に印加されない。すなわち、図２（ｄ
）に図示された信号３３０が第１ゲートライン１５０に印加されると、信号３３０は図３
に図示されたスキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）をターンオンさせることができ
る。
【００５０】
　図３を参照すると、第１ゲートライン１５０に信号３３０が印加されると、スキャント
ランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）がターンオンされる。スキャントランジスター（Ｓｃａ
ｎ＿Ｔｒ）がターンオンされると、データライン１３にデータ電圧信号Ｖｄａｔａが印加
される。データライン１３にデータ電圧信号を印加する構成は、データドライバーであり
得る。データライン１３に印加されたデータ電圧信号Ｖｄａｔａは、スキャントランジス
ター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）を通じてキャパシター（Ｃｓｔ）またはドライビングトランジス
ター（Ｄｒ＿Ｔｒ）のゲート端に印加される。データ電圧信号がドライビングトランジス
ター（Ｄｒ＿Ｔｒ）のゲート端に印加されるとドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ
）がターンオンされ、ドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）がターンオンされると
ドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）を通じて電流が流れる。ドライビングトラン
ジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）を通じて流れる電流は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）をター
ンオンさせることができる。
【００５１】
　前述したように、本発明の一実施形態によるゲート駆動モジュールはスキャントランジ
スター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御することができる。ま
た、スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御
することにより、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のターンオン及びターンオフタイミン
グを制御することができる。
【００５２】
　図４は本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールを図示した図面である。図４
を参照すると、本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールは、第３プルアップＴ
ＦＴ５１０、第２プルダウンＴＦＴ５２０、第４プルアップ５４０、Ｑ３ノード、及びＱ
ｂ３ノードをさらに含むことができる。
【００５３】
　第３プルアップＴＦＴ５１０は、一端が第２ゲートラインの前記ゲート駆動信号生成部
１６０と連結され、他端が第２ゲートライン５５０の一端と連結されることができる。第
１ゲートラインのゲート駆動信号生成部と第２ゲートラインのゲート駆動信号生成部は相
いに同一であってもよく、異なっていてもよい。第３プルアップＴＦＴ５１０の種類は、
第１プルアップＴＦＴ１１０の種類と同一であってもよく、異なっていてもよい。また、
第３プルアップＴＦＴ５１０の駆動過程は、前述した第１プルアップＴＦＴ１１０及び第
２プルアップＴＦＴ１３０の駆動過程と同一であってもよい。
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【００５４】
　Ｑｂ３は第２プルダウンＴＦＴ５２０のゲート端と連結されることができ、前記第３プ
ルアップＴＦＴ５１０のゲート端と第３インバーター５３０を通じて連結されることがで
きる。第３プルアップＴＦＴ５１０、第２プルダウンＴＦＴ５２０、Ｑ３ノード、Ｑｂ３
ノード、および第３インバーター５３０の構造、機能、動作は、図１の類似素子と類似で
あることができる。また、Ｑｂ３ノードは前記第２プルアップＴＦＴ１３０のゲート端と
第２インバーター１８０を通じて連結されるＱｂ２ノードと連結されることができる。Ｑ
ｂ３ノードは前述したＱｂ１ノードとその構造及び機能が同一であり得る。
【００５５】
　但し、本発明の他の実施形態によるＱｂ３ノードはＱｂ２ノードと連結されるが、これ
を通じてＱｂ３ノードはＱｂ２ノードの役割を同時に行うことができる。また、Ｑｂ３ノ
ードがＱｂ２ノードを共有することでＱｂ２ノードを省略することもでき、インバーター
５３０がインバーター１８０の役割を共有するためインバーター１８０を省略することも
できる。本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールは、Ｑｂ２ノード及びインバ
ーター１８０を省略することでベゼルの厚さを減少させることができる。
【００５６】
　図４において、本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールは、第４プルアップ
ＴＦＴ５４０及びＱｂ４ノードをさらに含むことができる。
【００５７】
　第４プルアップＴＦＴ５４０の一端はゲート駆動信号生成部１６０と連結され、第４プ
ルアップＴＦＴ５４０の他端は第２ゲートラインの他端に連結されることができる。第４
プルアップＴＦＴ５４０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、第
４プルアップＴＦＴ５４０の類型はこれに限定されない。第３プルアップＴＦＴ５１０、
第２プルダウンＴＦＴ５２０、及び第４プルアップＴＦＴ５４０は同一のタイプであって
もよく、または異なるタイプでもあってもよい。第３プルアップＴＦＴ５１０、第２プル
ダウンＴＦＴ１２０、及び第４プルアップＴＦＴ５４０が配置される位置は、図４に図示
されたものと同一であってもよく、異なっていてもよい。
【００５８】
　一方、第４プルアップＴＦＴ５４０及び第３プルアップＴＦＴ５１０は同時にターンオ
ンされることができる。より具体的に、図２（ｂ）に図示された信号２１０は、同様に第
４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に印加されることができる。信号２２０が第２プル
ダウンＴＦＴ５１０のゲート端に印加される間、信号２１０は第３プルアップＴＦＴ５１
０及び第４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に印加されるので、第３プルアップＴＦＴ
５１０と第４プルアップＴＦＴ５４０は、第２プルダウンＴＦＴ５２０がターンオフされ
る間にターンオンされる。第３プルアップＴＦＴ５１０及び第４プルアップＴＦＴ５４０
を同時にターンオンさせることで、画素がターンオンされる時間の間の遅延を避けること
ができる。
【００５９】
　ゲート駆動モジュールは、第４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に連結される一端及
びＱｂ４ノードに連結される他端を有するインバーター５６０をさらに含むことができる
。Ｑｂ４ノードは前述したＱｂ３ノードと同一の構造及び機能を有し得る。
【００６０】
　Ｑｂ４ノードはＱｂ１ノードの機能を有するので、Ｑｂ１ノードは省略することができ
る。また、インバーター５６０はインバーター１４０の機能を有するため、インバーター
１４０は省略することができる。
【００６１】
　図５は本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルを図示した図面である。図５を参照
すれば、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、第１プルアップＴＦＴ１１０、
第１プルダウンＴＦＴ１２０、第２プルアップＴＦＴ１３０及び表示領域１１００を含ん
で構成されることができる。図５に図示された内蔵ゲートパネルは、一実施形態によるも
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のであって、その構成要素が図５に図示された実施形態に限定されるものではなく、必要
に応じて一部の構成要素が付加、変更または削除されてもよい。
【００６２】
　第１プルアップＴＦＴ１１０は一端が第１ゲートライン１５０のゲート駆動信号生成部
１６０と連結され、他端が第１ゲートライン１５０の一端と連結されることができる。第
１プルアップＴＦＴ１１０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、
第１プルアップＴＦＴ１１０の種類は限定されない。ゲート駆動信号生成部１６０は、ゲ
ート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）を生成する構成を意味し、ゲ
ート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）はゲートラインに印加されて
スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）をターンオンさせる電圧信号を意味する。一
実施形態として、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）はクロッ
ク信号であることができ、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）
の波形はクロック信号に限定されない。
【００６３】
　第１プルダウンＴＦＴ１２０は一端が前記第１ゲートライン１５０の一端と連結され、
他端が低電圧端子１７０と連結されることができる。低電圧端子１７０は第１プルダウン
ＴＦＴ１２０のソース端に直流電圧信号を印加することができる構成を意味し、低電圧端
子１７０は直流電源であることができ、低電圧端子１７０の種類はこれに限定されない。
第１プルダウンＴＦＴ１２０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ
、第１プルダウンＴＦＴ１２０の種類は限定されない。
【００６４】
　第２プルアップＴＦＴ１３０は一端が前記ゲート駆動信号生成部１６０と連結され、他
端が前記第１ゲートライン１５０の他端と連結されることができる。第２プルアップＴＦ
Ｔ１３０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、第２プルアップＴ
ＦＴ１３０の種類は限定されない。また、第１プルアップＴＦＴ１１０、第１プルダウン
ＴＦＴ１２０及び第２プルアップＴＦＴ１３０の種類は同一であることも、異なることも
できる。また、第１プルアップＴＦＴ１１０、第１プルダウンＴＦＴ１２０及び第２プル
アップＴＦＴ１３０の位置及びその機能は、図１に図示された構造及び機能と同一であっ
てもよく、異なっていてもよい。
【００６５】
　一実施形態として、前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０がターンオンされると前記第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオフされ、前記第１
プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされると前記
第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオンされることができる。図２（ｂ）を参照すると
、信号２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加される。信号２１０が第１
プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加されると、区間２３０で第１プルアップＴＦＴ
１１０はターンオンされる。
【００６６】
　一方、図２（ｃ）を参照すれば、信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端
に印加される。信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加されると、区
間２３０で第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオフされる。第１プルアップＴＦＴ１１
０及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端には、図２に図示されたように位相が逆で
ある信号が印加されることで、ターンオンされる過程及びターンオフされる過程が図２（
ｂ）ないし図２（ｃ）に図示された位相が逆の信号２１０に応じて反復的な順序で同時に
繰り返されることができる。
【００６７】
　一実施形態として、ゲート駆動モジュールは一端が前記第１プルアップＴＦＴ１１０の
ゲート端と連結され、他端が前記第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端と連結される第
１インバーター１４０をさらに含むことができる。第１インバーター１４０は、Ｑ１ノー
ドに印加された信号の位相を変更させてＱｂ１ノードに伝送することができる。例えば、
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第１インバーター１４０は図２（ｂ）に図示された信号２１０を図２（ｃ）に図示された
信号２２０に変更して伝送することができる。第１インバーター１４０が第２（ｂ）に図
示された信号２１０を図２（ｃ）に図示された信号２２０に変更して伝送すると、第１プ
ルアップＴＦＴ１１０及び第１プルダウンＴＦＴ１２０はターンオンとターンオフ動作を
繰り返して行う。
【００６８】
　本発明の一実施形態によれば、第１プルアップＴＦＴ１１０のゲート端に印加される信
号２１０及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加される信号２２０は、Ｑ１ノ
ード及びＱｂ１ノードにそれぞれ印加されることができる。また、第１プルアップＴＦＴ
１１０のゲート端に印加される信号２１０はＱ１ノードに印加されることができ、インバ
ーターによって変更され、第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に信号２２０で印加さ
れることができる。したがって、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第１プルダウンＴＦＴ
１２０は、同時に繰り返してターンオン及びターンオフされることができる。第１プルア
ップＴＦＴ１１０のゲート端及び第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に信号を印加す
る方法は、前述した実施形態に限定されないものであり、他の方法によって印加されても
よい。
【００６９】
　一方、第２プルアップＴＦＴ１３０は第１プルアップＴＦＴ１１０と同時にターンオン
されることができる。より具体的に説明すると、第２プルアップＴＦＴ１３０のゲート端
にも図２（ｂ）に図示された信号２１０が印加されることができる。第１プルアップＴＦ
Ｔ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０のゲート端に信号２１０が印加され、第１プル
ダウンＴＦＴ１２０のゲート端に信号２２０が印加されると、第１プルアップＴＦＴ１１
０及び第２プルアップＴＦＴ１３０のターンオン及びターンオフ動作と、第１プルダウン
ＴＦＴ１２０のターンオン及びターンオフ動作が逆に行われることができる。第１プルア
ップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を同時にターンオンさせると、各画素
がターンオンされる時点の間のディレイが発生することを防止することができる。
【００７０】
　一実施形態として、前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０がターンオンされて前記第１プルダウンＴＦＴ１２０がターンオフされると、前記ゲ
ート駆動信号生成部１６０によって生成されたゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、Ｃ
ＬＫ３、ＣＬＫ４）が前記第１プルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１
３０を通じて前記第１ゲートライン１５０に印加されることができる。また、前記第１プ
ルアップＴＦＴ１１０及び前記第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされて前記第１
プルダウンＴＦＴ１２０がターンオンされると、低電圧信号が前記第１プルダウンＴＦＴ
１２０を通じて前記第１ゲートライン１５０に印加されることができる。低電圧信号は直
流電圧信号でありえる。
【００７１】
　より具体的には、信号２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ
１３０に印加されると、区間２３０で第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴ
ＦＴ１３０がターンオンされることができ、その間、第１プルダウンＴＦＴ１２０はター
ンオフされることができる。第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３
０がターンオンされると、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）
の中で一部が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を通じて第１
ゲートライン１５０に印加される。図２（ａ）ないし図２（ｄ）を参照すると、ゲート駆
動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）の中でＣＬＫ１がプルアップＴＦＴ
に印加される。次に、信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端に印加されて
これをターンオンさせることができる。それに対し、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第
２プルアップＴＦＴ１３０はターンオフされる。第１プルダウンＴＦＴ１２０がターンオ
ンされると低電圧信号が第１ゲートライン１５０に印加され、第１プルアップＴＦＴ１１
０及び第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされるとゲート駆動信号（ＣＬＫ１、Ｃ
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ＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）がそれ以上第１ゲートライン１５０に印加されない。した
がって、図２（ｄ）に図示された信号３３０がゲートラインに印加されることができ、信
号３３０は図３に図示されたスキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）をターンオンさ
せることができる。
【００７２】
　表示領域１１００は第１ゲートライン１５０を通じて印加されるゲート駆動信号（ＣＬ
Ｋ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）によってスキャン動作を行うことができる。表示
領域１１００は一つ以上の画素構造１０を含むことができ、画素構造１０は図３に図示さ
れた等価回路と同じであってもよい。また、表示領域１１００上には、白色、赤色、緑色
、青色の有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）が順に配置されてもよく、いずれか一つの色を
持つ有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）がラインを異にして配置されてもよい。
【００７３】
　表示領域１１００の駆動方法を図３及び図５を参照して説明する。第１ゲートライン１
５０に信号が印加されると、スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）がターンオンさ
れる。スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）がターンオンされると、データライン
１３にデータ電圧信号が印加される。データライン１３にデータ電圧信号を印加する構成
は、データドライバーであり得る。データライン１３に印加されたデータ電圧信号は、ス
キャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）を通じてキャパシター（Ｃｓｔ）またはドライ
ビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）のゲート端に印加される。データ電圧信号がドライ
ビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）のゲート端に印加されるとドライビングトランジス
ター（Ｄｒ＿Ｔｒ）がターンオンされ、ドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）がタ
ーンオンされるとドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）を通じて電流が流れる。ド
ライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）を通じて流れる電流は、有機発光ダイオード（
ＯＬＥＤ）をターンオンさせることができる。
【００７４】
　前述したように、本発明の一実施形態による内蔵ゲートパネルは、スキャントランジス
ター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御することができる。また
、スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御す
ることにより、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のターンオン及びターンオフタイミング
を制御することができる。
【００７５】
　図６は本発明の他の実施形態による内蔵ゲートパネルを図示した図面である。図６を参
照すると、本発明の他の実施形態による内蔵ゲートパネルは第３プルアップＴＦＴ５１０
及びＱｂ３ノードをさらに含むことができる。
【００７６】
　第３プルアップＴＦＴ５１０は、一端が第２ゲートラインの前記ゲート駆動信号生成部
１６０と連結され、他端が第２ゲートラインの一端と連結されることができる。第１ゲー
トラインのゲート駆動信号生成部及び第２ゲートラインのゲート駆動信号生成部は同一で
あってもよく、異なっていてもよい。第３プルアップＴＦＴ５１０の種類は、第１プルア
ップＴＦＴ１１０の種類と同一であってもよく、異なっていてもよい。また、第３プルア
ップＴＦＴ５１０の駆動過程は、前述した第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアッ
プＴＦＴ１３０の駆動過程と同一であり得る。
【００７７】
　Ｑｂ３は前記第３プルアップＴＦＴ５１０のゲート端と第３インバーター５３０を通じ
て連結されることができる。また、Ｑｂ３ノードは前記第２プルアップＴＦＴ１３０のゲ
ート端と第２インバーター１８０を通じて連結されるＱｂ２ノードと連結されることがで
きる。Ｑｂ３ノードは前述したＱｂ１ノードとその構造及び機能が同一であり得る。
【００７８】
　但し、本発明の他の実施形態によるＱｂ３ノードはＱｂ２ノードと連結されるが、これ
によりＱｂ３ノードはＱｂ２ノードの役割を同時に行うことができる。また、Ｑｂ３ノー
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ドがＱｂ２ノードを共有することで、Ｑｂ２ノードを省略することもでき、第３インバー
ター５３０がインバーター１８０の機能を有することで第２インバーター１８０を省略す
ることもできる。本発明の他の実施形態による内蔵ゲートパネルは、Ｑｂ２ノード及び第
２インバーター１８０を省略することでベゼルの厚さを減少させることができる。
【００７９】
　図６において、本発明の他の実施形態によるゲート駆動モジュールは、第４プルアップ
ＴＦＴ５４０及びＱｂ４ノードをさらに含むことができる。
【００８０】
　第４プルアップＴＦＴ５４０の一端はゲート駆動信号生成部１６０と連結され、第４プ
ルアップＴＦＴ５４０の他端は第２ゲートラインの他端に連結されることができる。第４
プルアップＴＦＴ５４０は、ＭＯＳＦＥＴ、ＢＪＴ、ＩＧＢＴなどであることができ、第
４プルアップＴＦＴ５４０の類型はこれに限定されない。第３プルアップＴＦＴ５１０、
第２プルダウンＴＦＴ５２０、及び第４プルアップＴＦＴ５４０は同一なタイプでも、ま
たは異なるタイプでもあり得る。第３プルアップＴＦＴ５１０、第２プルダウンＴＦＴ１
２０、及び第４プルアップＴＦＴ５４０が配置される位置は、図６に図示されたものと同
一であってもよく、異なっていてもよい。
【００８１】
　一方、第４プルアップＴＦＴ５４０及び第３プルアップＴＦＴ５１０は同時にターンオ
ンされることができる。より具体的に、図２（ｂ）に図示された信号２１０は、同様に第
４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に印加されることができる。信号２２０が第２プル
ダウンＴＦＴ５１０のゲート端に印加される間、信号２１０は第３プルアップＴＦＴ５１
０及び第４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に印加されるため、第３プルアップＴＦＴ
５１０と第４プルアップＴＦＴ５４０は第２プルダウンＴＦＴ５２０がターンオフされる
間にターンオンされる。第３プルアップＴＦＴ５１０及び第４プルアップＴＦＴ５４０を
同時にターンオンさせることで、画素がターンオンされる時間の間の遅延を避けることが
できる。
【００８２】
　ゲート駆動モジュールは、第４プルアップＴＦＴ５４０のゲート端に連結される一端及
びＱｂ４ノードに連結される他端を有するインバーター５６０をさらに含むことができる
。Ｑｂ４ノードは前述したＱｂ３ノードと同一の構造及び機能を有することができる。
【００８３】
　Ｑｂ４ノードはＱｂ１ノードの機能を行うので、Ｑｂ１ノードは省略することができる
。また、インバーター５６０はインバーター１４０の機能を有するため、インバーター１
４０は省略することができる。
【００８４】
　一方、本発明の他の実施形態によるゲート駆動方法は、第１プルアップＴＦＴ及び第２
プルアップＴＦＴをターンオンさせる段階、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴ
ＦＴを通じて第１ゲートラインにゲート駆動信号を印加する段階、第１プルアップＴＦＴ
及び第２プルアップＴＦＴをターンオフさせる段階、第１プルダウンＴＦＴをターンオン
させる段階、及び第１プルダウンＴＦＴを通じて低電圧信号を第１ゲートラインに印加す
る段階を含むことができる。
【００８５】
　先ず、本発明の他の実施形態によるゲート駆動方法が実行されると、第１プルアップＴ
ＦＴ及び第２プルアップＴＦＴをターンオンさせる。第１プルアップＴＦＴ及び第２プル
アップＴＦＴをターンオンさせるために第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴ
のゲート端に図２（ａ）に図示された信号が印加され得る。
【００８６】
　次に、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴを通じて第１ゲートラインにゲ
ート駆動信号が印加され得る。ゲート駆動信号は、図３（ａ）に図示されたようにクロッ
ク信号であり得るが、ゲート駆動信号の波形はクロック信号に限定されない。
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【００８７】
　次に、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴをターンオフさせ、第１プルダ
ウンＴＦＴをターンオンさせる。第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴをター
ンオンさせる段階及び第１プルダウンＴＦＴをターンオフさせる段階は同時に行われるこ
とができる。
【００８８】
　第１プルダウンＴＦＴがターンオンされると、第１プルダウンＴＦＴを通じて低電圧信
号を第１ゲートラインに印加する。低電圧信号は、直流電圧信号であることができ、低電
圧信号の種類は直流電圧信号に限定されない。第１プルダウンＴＦＴを通じて低電圧信号
を第１ゲートラインに印加する段階は、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴ
を通じて第１ゲートラインにゲート駆動信号を印加する段階の前に行われることができる
。また、第１プルダウンＴＦＴを通じて低電圧信号を第１ゲートラインに印加する段階は
、第１プルアップＴＦＴ及び第２プルアップＴＦＴを通じて第１ゲートラインにゲート駆
動信号を印加する段階の後に行われることができる。
【００８９】
　より具体的には、信号２１０が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ
１３０に印加されると、区間２３０で第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴ
ＦＴ１３０がターンオンされる。第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ
１３０がターンオンされると、ゲート駆動信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ
４）が第１プルアップＴＦＴ１１０及び第２プルアップＴＦＴ１３０を通じて第１ゲート
ライン１５０に印加される。次に、信号２２０が第１プルダウンＴＦＴ１２０のゲート端
に印加されてこれをターンオンさせる。それに対し、第１プルアップＴＦＴ１１０及び第
２プルアップＴＦＴ１３０はターンオフされる。第１プルダウンＴＦＴ１２０がターンオ
ンされると低電圧信号が第１ゲートライン１５０に印加され、第１プルアップＴＦＴ１１
０及び第２プルアップＴＦＴ１３０がターンオフされるとゲート駆動信号（ＣＬＫ１、Ｃ
ＬＫ２、ＣＬＫ３、ＣＬＫ４）がそれ以上第１ゲートライン１５０に印加されない。すな
わち、図２（ｄ）に図示された信号３３０がゲートラインに印加され、信号３３０は図３
に図示されたスキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）をターンオンさせる。
【００９０】
　図３を参照すると、第１ゲートライン１５０に信号３３０が印加されると、スキャント
ランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）がターンオンされる。スキャントランジスター（Ｓｃａ
ｎ＿Ｔｒ）がターンオンされると、データライン１３にデータ電圧信号が印加される。デ
ータライン１３にデータ電圧信号を印加する構成はデータドライバーであることができる
。データライン１３に印加されたデータ電圧信号は、スキャントランジスター（Ｓｃａｎ
＿Ｔｒ）を通じてキャパシター（Ｃｓｔ）またはドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔ
ｒ）のゲート端に印加される。データ電圧信号がドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔ
ｒ）のゲート端に印加されるとドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）がターンオン
され、ドライビングトランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）がターンオンされるとドライビングト
ランジスター（Ｄｒ＿Ｔｒ）を通じて電流が流れる。ドライビングトランジスター（Ｄｒ
＿Ｔｒ）を通じて流れる電流は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）をターンオンさせるこ
とができる。
【００９１】
　前述したように、本発明の一実施形態によるゲート駆動方法は、スキャントランジスタ
ー（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御することができる。また、
スキャントランジスター（Ｓｃａｎ＿Ｔｒ）のターンオン及びターンオフ動作を制御する
ことにより、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のターンオン及びターンオフタイミングを
制御することができる。
【００９２】
　前述したような本発明によると、プルダウンＴＦＴを共有することでＴＦＴの数を減ら
すことができる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲート
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ができる。つまり、ベゼルが薄いほど画面の範囲が拡大し、映画、ドラマ等を視聴する際
に視聴者の画面没入度が増加し得る。
【００９３】
　また、本発明によると、ベゼルの厚さを減少させることによって画面の大きさに対する
対パネル全体の体積の割合を減らすことができる長所がある。例えば、本発明によるゲー
ト駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、パネル全体の体積を減らして不要な空間を減
らす場合に有効に活用することができる。
【００９４】
　また、本発明によると、Ｑｂノードを共有することでＱｂノードの数を減らすことがで
きる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、
いずれか一つのＱｂノードと他のＱｂノードを連結してＱｂノードの数を減らす場合に有
効に活用することができる。Ｑｂノードを共有することで、Ｑｂノードに連結されたイン
バーターも共有することができ、これによってベゼルの厚さが減少する長所もある。
【００９５】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するこ
とができる長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネ
ルは、プルアップＴＦＴ及びプルダウンＴＦＴのターンオン及びターンオフ動作を制御し
てゲートラインに印加される電圧信号を制御する場合に有効に活用することができる。
【００９６】
　また、本発明はスキャントランジスターのターンオン及びターンオフ動作を制御するこ
とで、有機発光ダイオードのターンオン及びターンオフタイミングを制御することができ
る長所がある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、有
機発光ダイオードを任意の順にターンオンまたはターンオフさせる場合に有効に活用する
ことができる。
【００９７】
　また、本発明は表示領域に印加される電圧信号のディレイを減らすことができる長所が
ある。例えば、本発明によるゲート駆動モジュール及び内蔵ゲートパネルは、表示領域に
印加される電圧信号が不規則で、有機発光ダイオードがターンオンまたはターンオフされ
るタイミングが不規則である場合に有効に活用することができる。前述した本発明は、本
発明が属する技術分野において通常の知識を有する者にとって、本発明の技術的思想を脱
しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能であるため、前述した実施形態及び添付
の図面によって限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９８】
１１０：第１プルアップＴＦＴ
１２０：第１プルダウンＴＦＴ
１３０：第２プルアップＴＦＴ
１４０：第１インバーター
１５０：第１ゲートライン
１６０：ゲート駆動信号生成部
１７０：低電圧端子
１８０：第２インバーター



(18) JP 2017-120411 A 2017.7.6

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(19) JP 2017-120411 A 2017.7.6

フロントページの続き

(72)発明者  ノ　ソク
            大韓民国　３２１２３　チュンチョンナムド　テアングン　ソウォンミョン　モハンリ　１６６
(72)発明者  ハン　インヒョ
            大韓民国　０３３０８　ソウル　ウンピョング　ヨンソロ　５０グリ　７－１
Ｆターム(参考) 5C080 AA06  BB05  CC03  DD22  JJ02  JJ03  JJ04 
　　　　 　　  5C380 AA01  AB06  AB19  AB36  BA13  CB01  CB14  CB26  CB37  CC27 
　　　　 　　        CC33  CC62  CD012 CF22  CF23  CF29  DA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

